
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[実務確認事項] 退職金制度の再構築 「ポイント制退職金」とは？ 

 

2024 年 3 月号 Vol.29 

先月のおかみさわ通信でご紹介した採用・定着に続く内容として、退職金制度の再構築の考え方についてご紹介します。 

現在、就職意識感は、チャレンジをしたい！という働き甲斐よりも休日や休暇数が多い等、働きやすさを重視する安定化志向

が高まっている言われています。退職金においても制度が無いよりは、ある会社の方が注目されやすいといえます。しかしな

がら、退職金に関しては、満足度を引き出す「動機付け要因」ではありません。あったとしても満足にはならない。一方、欠け

ると不満度が高まるので（「衛生要因」）、在職中の貢献に見合った支給をしていきたいところです。 

 例えば、現行制度は、退職時給与連動型。そのため、在職中の頑張りを適正化できていない・・。現在は、勤続年数に応じ

た定額制。そのため、貢献度に見合った退職金支給になっていない・・など、退職金制度が思うように機能していない場合に

ご紹介したいのが、「ポイント制退職金」です。ポイント制退職金とは、下表（毎年のポイント付与基準）のように、毎年、何かし

らの要素でポイントを付け、そのポイントを積み重ねていき、単価を掛けて算出する仕組みです。 

 

ポイント制方式の再構築は、1～4 のような検討ステップ（スケジュール）で行います。 

 
１.ポイントが付く要素は何にしていくか？ 

２.１ｐｔ（ポイント）あたりの単価はいくらにするか？ 

３.退職金支給モデルの作成と現状とのシュミレーション実施。 

４.現在の退職金をポイント換算して移行する。 

中途入社であっても成果に対してポイントを付与する方法を取ることで、貢献に対して公平に答えることができるようになり

ます。また、賃金制度と分離するため、賃金（基本給）、退職金、どちらの制度も変更しやすいというメリットがあります。現行

の退職金制度について見直しを考えていらっしゃる場合は、選択肢として、ポイント制も検討してみてはいかがでしょうか。 
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感情を味わい、新しい感情も難しい

感情も受け入れることで、変化を作

れることを親子で学んだ時間でもあ

りました。息子の卒園証書は家族

の卒園証書！また、新しい世界の

扉を開きますが、親子で頑張りま

す！応援いただけると嬉しいです。 

[改正予定] 

「令和 6 年分所得税定額減税のしかた」 おかみさわ事務所の活動 

 

今月の日常の小さな幸せ♡ 

3 月もよろしくお願いいたします！ おかみさわ社会保険労務士事務所  

働くにまつわるお悩み

を解決する勉強会を定

期開催していますが、今

回は、コミュニケーション

編での開催です！「褒

めて伸ばそう」「部下を

褒めよう、子どもを褒め

よう」ってよく聞きません

か？「褒めたほうが良い

ね」ということは広まりつ

つありますが、具体的に

はどうしたらいいの？と

感じていませんか。 

息子がこども園を卒園しました。式開始前から、思い出の

スライドショーが映し出され、子どもたちが練習してきた三浦 

香南子さん作詞・作曲の「6 才のうた」が流れ、開始前から涙

涙涙。生後 8 か月から今日までの 5 年間を頑張った息子が

頼もしく感じ、子どもとの関わりを通して、私自身経験したこと

も思い出し、ここまでありがとうと、感謝を感じる時間となりま

した。また、この５年間は、たくさんの感情にも出会い、 

 

「令和６年度税制改正の大綱」に、令和６年分の所得税

について定額減税を実施することが盛り込まれました。正

式決定前ですが、その重要性から、正式決定した場合の

定額減税の事務手続の内容が国税庁から公表されていま

す。給与所得者（社員）に対する所得税の定額減税は、給

与の支払者（会社）において行うこととされていますので、

そのポイントを国税庁の資料を基にお伝えします。 

《給与の支払者の事務のあらまし/国税庁の資料より》 

※なお、定額減税額の計算については、基本的に、扶養

控除等申告書により判断することになります。 

ワークを通して、褒めるポイン

トを体感する内容ですので、

大切な人に届けたい言葉や

自分が元気になれる言葉に

出会えたら仕事もプライベート

ももっと楽しくなりますよ。一

緒に体感してみませんか？ 

☆令和６年においては、給与計算の一環として、上記の

事務手続が追加されることになりそうです。対象とな

る社員には、“合計所得金額が 1,805 万円以下”など

の要件がありますが、扶養控除等申告書を提出して

いるほとんどの社員が対象になると思われます。 

月次減税事務・年調減税事務の時期が近づいてきま

したら、改めて、そのポイントをお伝えします。 

☆個人住民税についても定額減税が実施される予定で

す。令和６年度の住民税の特別徴収が少し変則的に

なる模様ですので、正式決定があり次第、これについ

ても改めてお伝えします。 

定額減税特設サイト： 
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm 


